
 

１．開催年月日   令和７年１１月２７日 

 

２．開催場所    ビストロ Sobo 

 

３．委員出席 

委員総数     6名 

出席委員数    4名 

         

４.議題 

・局からの近況報告                

・番組審議について 
 

５ 議事の概要 

 

６ 審議内容 

（１）開会宣言 

放送事業者からの開会宣言 

 

（２）局からの報告 

   聞き逃し放送の実施状況について 

 

   事務局より以下の通り報告があった。 

    

事務局「これまでFMみはらは、リアルタイムに放送が聞けなかったリスナーに対

し、一部番組のアーカイブ放送をYouTube又はポッドキャストで実施して

いた。10月からは、noteを使ったアーカイブ放送を始めた。」 

事務局２「noteアーカイブ放送は、ホームページ上から聴くことが出来る。ホームペ

ージの『過去放送分』を選択すると、各番組名が提示される。そこから、

聴きたい番組を選択すると、アーカイブ放送が聴けるシステムになってい

る。10月からスタートして、『みはらサンセットレディオ』内のゲストコ

ーナーを中心に約60本アップしている。今現在、総再生回数は約4,400回、

1本あたり約70回再生されている。YouTubeでアップしているものは、1本あ

たり50回再生されていない事が多く、比較すると、一定の成果が出ている

のではないかと感じている。その中でも、学生が出演した時は再生回数が

多く、1本平均約100回再生されている。」 

Ａ 氏「目的は、FMみはらのPRの為か？」 

事務局２「PRもあるが、以前から多くのリスナーから聞き逃し対応をしてほしいと要

望があった。また、スポンサー様に対するサービス提供でもある。」 

Ａ 氏「今後は、記事の有料販売ができればよい。」 

事務局「放送外の収録を行いアップするなど、特典性が必要と考えている。また、

一部パーソナリティからは、ラジオの性質として、一回限りで消えてしま

う部分が良いという意見もある。アーカイブで残すケースと残さないケー

スのすみ分けを考えていく。」 

 

第一号議案「番組審議」 

番組名：りゅうしん先生のからだ応援ラジオ 



 

    出演：西尾龍伸、奥田若奈 

        

事務局２「宮浦で『りゅうしん整体院』を経営している、西尾龍伸さんが自身でパー

ソナリティを務めているラジオ番組である。慢性的な症状の改善を専門と

している『りゅうしん整体院』のPRを目的に始めた。2025年6月から月1

回、30分間放送している。慢性的な症状の改善方法を中心に発信してい

る。」 

事 務 局「『りゅうしん整体院』ワンスポンサーの番組になる。このように市民が参

加するワンスポンサーの番組やコーナーは他にもあるが、毎週すること

は、費用面や得意先の都合もあり難しい。その為、月1番組になる事が多

い。是非、クオリティ部分の意見も伺いたい。」 

Ｂ 氏「参考になる内容だった。整体院に行かなくても知見のある方の話を聴ける

のはお得感があるのではないか。健康保持増進によい番組である。」 

座 長「評判はどうか。」 

事務局２「西尾さんは過去にゲストで出演していたことがある。その時の放送を聴い

た方で、新規の利用者が増えたと報告があった。また、『りゅうしん先生

のからだ応援ラジオ』は整体院の利用者を中心に聴いて頂けている。直接

西尾さんに好評の声は届いている。」 

座 長「地元の方なのか。」 

事務局２「地元は三原市の方で、整体師になってしばらくは広島市で働かれていた。

子供が生まれたことをきっかけに、三原に戻って来られて開業された。」 

Ａ 氏「情報が多いため、30分間の放送が長く感じる。8分間の短縮版だと聴きや

すかった。」 

事務局２「生放送なので初めの10分間くらいは、フリートークをしている。」 

Ａ 氏「生放送の方がよい。収録だとフリートークがしにくい。」 

Ｃ 氏「とても良かった。運動やポリフェノールによって体に負担をあたえ、その

後回復することで、健康につながることが伝わった。」 

Ｂ 氏「ターゲットはどこか？」 

事務局２「慢性的な原因不明の痛みを感じている方がターゲットになる。50歳以上の

方が多いと感じている。」 

 

第二号議案「ご要望について」 

事務局「4月に番組改編がある。パーソナリティの変更も検討している。」 

Ａ 氏「MCATは社員にアナウンサー業を兼任してもらっている。」 

事務局「パーソナリティの人材不足は、以前からの課題である。コロナ禍以降、フ

リーで働く司会者やパーソナリティが減った。西尾さんのような人材を探

し、月1の番組制作を積極的に進め、パーソナリティの確保にもつなげて

いきたい。」 

 

７ 審議機関の答申又は意見に対してとった措置の内容及び年月日 

・必要にあわせて今後の審議会の中で対応したことについて発表する。 

 

８ 審議機関の答申又は意見の概要の公表 

公表の方法：事務所への備置き ホームページでの公開 

公表の内容：議題、議事の概要および審議内容 

公表年月日：令和７年１１月３０日 



 

 

９ その他参考事項 


